
改正前の取扱い

｢回送運行許可｣の有効期間は５年以内
｢回送運行許可証｣｢回送運行許可番号標｣
の有効期間は１年以内

｢回送運行許可｣の有効期間の規定に一本化

平成28年4月1日に回送運行制度が改正され、回送運行許可証の有効期
間が許可の期間(5年以内)と同じになります。

平成28年3月31日までに許可を受けた回送運行許可
事業者については、有効期間が満了することに伴い、
次回更新時より、 の取扱いに切り替わります。

平成28年度以降の取扱い

・ 許可証の有効期間が1年以内だったものが、許可の
有効期間(5年以内)と同一となるため、1年ごとに許
可証の更新申請を行う必要がなくなりました。

・ 毎年5月に前年度実績の報告が必要になります。

有効期間満了時・返納の命令時より５日以内
の許可証の返納

回送運行事業者からの定期報告制度はない 回送運行事業者からの定期報告制度の創設

有効期間満了時・返納の命令時より３日以内
の許可証の返納

次回更新時の留意点

・許可期間は５年となります。（ただし、必要に応じて短縮することができます）
・有効期間が１年以上の「回送運行許可」を受ける場合は、「回送運行許可証」の交付及び「回送運行
許可番号標」の貸与申請の際に、許可期間に応じた許可証交付手数料を前納する必要があります。
◈ 1組あたり24,600円×許可年数 ⇨ (例) 3組 × 1年…73,800円 ／× 5年…369,000円
※前納された手数料は許可期間の途中に事業を廃止した場合であっても還付されません。

・次回以降の更新の際は、許可申請(第１号様式)及び許可証交付申請(第2１号様式)の２つの手続きが必
要です。申請書様式は関東運輸局ホームページよりダウンロードが可能です。
⇨関東運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page2/jidou_kensa-touroku.html)

許可に付した条件（廃止時の返納等）に違反
した場合の行政処分基準の一部改正(詳細は裏
面をご覧下さい)

・ 回送運行許可に対する一定の条件の付与。(詳細は
裏面をご覧下さい)

許可を受けた際の帳簿等の保存期間は当該許
可期限の経過後３年間

許可を受けた際の帳簿等の保存期間は当該許
可の有効期間の満了後、６ヶ月



回送運行の制度変更にあわせて、
不正使用の防止強化のため、
回送運行の許可に以下の条件が
付与されることとなりました。

(１)法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すること。
(2) 回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、取扱内規を遵守し、回送運行許可番号標管理責任者を選任し
適切に管理すること。なお、許可の有効期間内に作成した管理簿等を許可の有効期間の満了（許可の取消しを受けた場
合は取消しの日、廃止届出を行った場合は届出日）後6 ヶ月間保管し、運輸支局等の求めに応じて提示できるようにする
こと。

(3) 自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とし、許可基準を満たすことを証する書面を許可の有効期間の満了
（許可の取り消しを受けた場合は取り消しの日、廃止届出を行った場合は届出日）後6 ヶ月間保管し、運輸支局等の
求めに応じて提示できるようにすること。

(4) 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した場合、営業所の名称及び所在地を変更した場合、事業を廃止し
た場合、営業所を新設又は廃止した場合、取扱内規を変更した場合又は回送運行許可番号標管理責任者を変更した場
合は、遅滞なく、その旨を記載した書面を提出すること。

(5) 回送運行に関する業務について、関東運輸局長が定めた様式により、前年度末の状況を毎年5 月31 日までに報
告を行うこと。

(6) 許可の有効期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、現に交付を受けている回送運行許可証及び現
に貸与を受けている回送運行許可番号標（以下、この条において「交付を受けている回送運行許可証等」という。）の
全部を、交付を受けている回送運行許可証等の返納命令を受けたときは、命令に応じ交付を受けている回送運行許
可証等の全部又は一部を、その日から5 日以内にそれぞれ関東運輸局長に返納すること。

・上記の条件に違反した場合の違反項目が追加又は一部変更されました。 (※該当部分のみ抜粋)

初違反 再違反 再々違反

基準点数

適用条項 違反行為の類型 事項

(２)、(３)により管理簿や帳簿等を、当該許可の有効期間満了後６ヶ月間保管し、
運輸支局長等からの求めに応じて提示できるようにする必要があります。
また、(５)により、新たに定期報告制度が設けられました。

違反点数の累計に応じて、以下
の行政処分の対象となります。

1～3点：文書警告

4～6点： 違反営業所の許可証等
の１組返納及び１ヶ月間の交付･
貸与の停止

７～10点：違反営業所の許可証
等の２０％返納及び２ヶ月間の交
付･貸与の停止

１１～１４点：違反営業所の許可
証等の５０％返納及び３ヶ月間の
交付･貸与の停止

１５～１９点：違反営業所の許可
証等の全部返納及び６ヶ月間の
交付･貸与の停止

２０点：回送運行許可取消


